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会社の体制及び方針
　
（1）業務の適正を確保するための体制
　当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は次のとおりであります。
①職務執行の基本方針及び当社における内部統制システムの特徴
　当社は、以下の企業理念と経営方針を制定しており、すべての役員と従業員は、これを職務執行の拠り所と
して、法令・定款の遵守はもとより、社会から信頼される企業風土の構築を目指しております。

企業理念 当社は、常に未来を見つめ、時代に対応する柔軟な企業姿勢で、機械・機器レンタルを通じて社
会に貢献します。

経営方針

1.お客様の信頼と安心にお応えできるような企業経営を目指します。

2.社員は財産。この考えを基に人を大切にし、人を活かした経営を行います。

3.あらゆるステークホルダーの皆様に報いるために、常に安定した経営と業績向上を目指します。
　また、当社は、プロフィット制という部門ごとの独立採算制を採用し、各部門（プロフィット）が主体性を
持って事業運営を行っております。内部統制の面でも、各プロフィットが責任を持って進めることとし、それ
を補うものとして全社的なチェック体制を整備しております。

②取締役及び従業員の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
　当社は、定期的に実施している新入社員教育・昇格研修等の役職員教育において、法令や企業理念・経営方
針を繰り返し伝えることにより徹底しております。
　また、各プロフィットでは、実際の業務執行にあたって、法令・定款、企業理念、経営方針を遵守するため
の業務手順が定められ、各プロフィットの所属長及び管理課長がその手順通りに業務が行われているかどうか
をチェックしております。さらにそのチェック体制が機能しているかどうかは、監査室が内部監査を通じて、
確認しております。
　なお、法令・定款違反があった場合は、社内の処罰委員会にて調査の上、取締役会に報告、取締役会にて、
処罰の決定と再発防止のための指導を行っております。
　従業員が社内で法令・定款違反行為がなされるか、なされようとしていることに気づいたときは社長又は取
締役・監査役に直接通報できることとしております。（匿名も可）
　会社は誠意を持って対応し、情報提供者が不利益を被らないように取り計らうこととしております。

③取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
　当社は、取締役会を始めとする重要な会議の議事録や各取締役が職務執行にあたり決裁した稟議書等の文書
を法令等に基づき、定められた期間保管しております。

招集通知 2017年11月28日 11時08分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



2

④損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、コンプライアンス、資産、債権、安全等の各部門の所管業務に付随するリスクについて、各部門に
おいて、関連規程、決裁基準を設け、これに基づき、周知・徹底を図るものとし、新たに生じたリスクについ
ては、取締役会においてすみやかに対応部署を定め、対応することとしております。
⑤取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、取締役会で決定した全社の計画立案指針に基づき、各プロフィットが事業計画を策定し、その達成
に向けて自主的な運営を行っております。各プロフィットを担当する取締役は、月例会議に出席し、結果に対
する分析とその改善を図ることにより、目標達成のための業務の効率化を実現することとしております。
⑥当会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社は、親会社である西尾レントオール株式会社で定めたグループ会社の運営・管理に関する基本方針に基
づき、連携しながらも、親会社からの事業上の制約は受けず、独自性を発揮して事業活動を行っております。
また、親会社と当社の監査役間の情報交換・意見交換により、当社の職務執行の適正を確保する体制をとって
おります。
(1）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社では、「関係会社管理規程」を定めて、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、
当社への定期的な報告を義務付けております。
(2）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社では、「関係会社管理規程」及び「内部監査規程」に基づき、子会社においてリスクが発生した場合
は、社長及び当社所管部門へ報告を行い、当社と連携して処置にあたります。当社の監査室は、管理状況を
確認し、必要に応じて改善を行います。
(3）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社では、「関係会社管理規程」に基づき、子会社は、毎期の事業計画を当社とすりあわせの上策定し、
その達成に向けて自主的に運営しております。また、当社の役職員が子会社の取締役、監査役に就任し、子
会社の職務執行の適正を確保する体制をとっております。
(4）子会社の取締役及び従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社は、「倫理規程」を制定し、すべての役職員に周知徹底しております。また、当社の監査室は、「内
部監査規程」に基づき、内部監査を実施し、コンプライアンスの状況について確認を行います。

⑦監査役がその補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する体制並びにその従業員の
取締役からの独立性及び指示の実効性に関する事項
　監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、取締役会は、監査役と協議の上、選任する
ものとし、指名された従業員は、取締役から独立して、監査役の指揮命令の下、業務を行うこととしておりま
す。また、当該従業員の人事異動・人事評価等については、監査役の意見を尊重することとしております。
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⑧取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
　取締役及び従業員は、監査役に対して、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、重大な法
令・定款違反、内部監査の実施状況等の内容をすみやかに報告しております。
　また、監査役は、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び従業員にそ
の説明を求める体制をとっております。

⑨子会社の取締役・監査役及び従業員が当社の監査役に報告するための体制
　子会社の取締役・監査役及び従業員は、当社の監査役の求めに応じて、業務執行の状況を報告することと
し、当社及び子会社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項を発見したときはすみやかに当社の監査役に報告
することとしております。

⑩監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体
制
　当社及び子会社は、「内部通報制度運用規程」を制定し、通報等をしたことを理由として不利益な取扱いを
することを禁止しております。

⑪監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又
は債務の処理に係る方針に関する事項
　監査役会は、職務の執行上必要と認める費用については、予め予算を計上しておくこととしております。当
社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、その費用等が当該監査役
の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用又は債務を処理します。

⑫その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査役は、会計監査人及び監査室と定期的な意見交換を行い、連携して監査の実効性を確保しております。

　
（2）反社会勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
　当社は、「倫理規程」を制定し、その中で役員及び従業員は社会の一員として法令を遵守する良識のある企業
人として、正々堂々と企業活動を行うために、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える団体や個人に対しては、
毅然とした態度で立ち向かい、一切の関係を持たない」としております。もし、不当な要求等があった場合に
は、すみやかに顧問弁護士及び警察等の外部専門機関と連携し、組織として対処することとしております。
　
（3）運用状況の概要
①コンプライアンスに対する取組みの状況
　当社は、役職員の職務執行が法令及び定款に適合し、且つ社会規範及び企業倫理を遵守した行動を取るた
め、定期的に開催する社内研修や会議を通して役職員に対し、法令をはじめ、企業理念、経営方針並びに社内
規程等の遵守の徹底を図っております。
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②職務執行の適正性及び効率的に行われることに対する取組みの状況
　当事業年度は取締役会を13回開催し、会社の経営に係る重要事項の決定、各取締役の職務執行状況の報告及
び監督を行っております。これにより、経営に対する意思決定の実効性は確保されているものと考えておりま
す。
　また、各取締役は、管掌部門の月例会議に出席することで現状分析と改善を図り、目標達成に対し迅速な職
務執行が可能な体制となっております。
③損失の危機の管理に関する取組みの状況
　当社は各部門において、関連規程、決裁基準に基づき、定期的に所管業務の検証を行うことで、リスク管理
状況の点検、課題点の抽出並びに対応策の検討を行い、各部門のリスク対応の実施強化を図っております。
④当社及び子会社における業務の適正性に対する取組み
　当社の役職員が取締役、監査役に就任し、子会社の取締役等の職務の執行が適正且つ効率的に行われている
ことを監督し、これを確保する体制となっております。
　また、子会社の月例会議に出席することで事業計画の進捗状況等について必要な助言と指導を行っておりま
す。
⑤監査役の監査が実効的に行われることに対する取組み
　監査役会は、社外監査役2名を含む監査役3名で構成されております。監査役会は12回開催し、監査に関す
る重要な事項について報告を受け、協議、決議を行っております。
　また、監査役は、取締役会や重要な会議への出席、会計監査人及び監査室との定期的な意見交換等により、
監査の実効性の向上を図っております。

（4）剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置付けております。
　利益配分につきましては、企業体質の強化と事業拡大のための内部留保の蓄積を図ると共に、長期的且つ総合
的な株主価値の向上を図るべく、期間業績に応じた利益還元を進めていくことを基本方針としております。
　このような考えのもと、当事業年度の配当につきましては、1株につき金7円の配当とさせていただきたいと存
じます。
　当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回を基本方針としております。また、これらの剰余金の配
当の決定機関については、期末配当を定時株主総会、中間配当を取締役会としております。
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連結株主資本等変動計算書
第51期（平成28年10月1日から平成29年9月30日まで） (単位：千円)

残高及び変動事由
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,167,551 1,222,375 6,157,298 △9,473 8,537,751

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △306,766 △306,766

親会社株主に帰属する当期純利益 979,343 979,343

自 己 株 式 の 取 得 △308,969 △308,969

自 己 株 式 の 処 分 △126 500 374

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － △126 672,577 △308,469 363,981

当 期 末 残 高 1,167,551 1,222,249 6,829,875 △317,943 8,901,732

残高及び変動事由
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

その他の包括利
益累計額合計

当 期 首 残 高 3,756 3,756 7,207 47,856 8,596,572

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △306,766

親会社株主に帰属する当期純利益 979,343

自 己 株 式 の 取 得 △308,969

自 己 株 式 の 処 分 374

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,678 1,678 2,019 197,681 201,379

当 期 変 動 額 合 計 1,678 1,678 2,019 197,681 565,360

当 期 末 残 高 5,435 5,435 9,227 245,537 9,161,932

（注）記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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連結注記表
（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等）
１．連結の範囲に関する事項
①連結子会社の数 2社
　連結子会社の名称 株式会社新光電舎
　 双葉電気株式会社
前連結会計年度において持分法適用関連会社でありました双葉電気株式会社は、平成29年９月に同社の
株式を追加取得したため、当連結会計年度から連結の範囲に含めております。

②非連結子会社の名称等
　京浜建設株式会社
上記子会社は、小規模であり、同社の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結
計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除いております。

２．持分法の適用に関する事項
①持分法適用の関連会社はありません。
なお、前連結会計年度において持分法適用会社でありました双葉電気株式会社は、平成29年９月に同社
の株式を追加取得したことにより、連結子会社となったため、持分法の適用範囲から除外しております。
ただし、連結損益計算書には、当連結会計年度末までの持分法による投資利益が含まれております。

②持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益及び利益剰余金等からみて持分法の対象から除い
ても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、持分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度に関する事項
連結子会社のうち双葉電気株式会社の決算日は、３月31日であります。
連結計算書類の作成に当たっては、連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った計算書類を基礎とし
ております。
株式会社新光電舎の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの：移動平均法による原価法を採用しております。

②デリバティブ
時価法を採用しております。

③たな卸資産
主として個別法または最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切
下げの方法）を採用しております。
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（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産除く）
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
貸 与 資 産：2～10年
建物及び構築物：7～50年

②無形固定資産（リース資産除く）
ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用し
ております。

③リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3）重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収の可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しております。

③役員賞与引当金
役員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しております。

④役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、連結子会社は内規に基づく期末要支給額を計上しております。

（4）退職給付に係る会計処理の方法
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要
支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

（5）重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
①当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を適用しております。

②その他の工事
工事完成基準を適用しております。

（6）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。
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（7）重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場
合には、特例処理を採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段：金利スワップ
ヘッジ対象：借入金利息

③ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップを対象債務の範囲内で行っており、投機目的
のデリバティブ取引は行わない方針であります。

④ヘッジ有効性評価の方法
当社では、特例処理を行っており、相場変動及びキャッシュ・フロー変動を相殺するものと想定する
ことができるため、有効性の判定は省略しております。

（8）のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果の発現する期間にわたって均等償却を行っております。

（9）消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税については、税抜方式によっております。

（追加情報）
繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号平成28年３月28日）を当連
結会計年度から適用しております。

招集通知 2017年11月28日 11時08分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



9

（連結貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 3,353,733千円

　

２．連結会計年度末日満期手形等
連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、
満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形等の金額は、次のと
おりであります。

　 受 取 手 形 33,426千円
　 電 子 記 録 債 権 31,383千円
　
（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

普 通 株 式 43,866,681株

２．剰余金の配当に関する事項
（1）配当金の支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日
平成28年12月22日
定時株主総会 普通株式 306,766千円 7円 平成28年9月30日 平成28年12月26日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
決議予定 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成29年12月22日
定時株主総会 普通株式 300,615千円 利益剰余金 7円 平成29年9月30日 平成29年12月25日

３．当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数
普 通 株 式 34,600株
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
金融商品に対する取組方針
当社及び連結子会社は、資金運用については安全性の高い預金等で運用し、資金調達については、銀行借
入及び社債発行による方針であります。また、デリバティブ取引については、リスクヘッジのために利用
し、投機目的の取引は行わない方針であります。

２．金融商品の時価等に関する事項
平成29年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。

連結貸借対照表計上額
（千円）

時 価
（千円）

差 額
（千円）

（1）現金及び預金 2,512,423 2,512,423 －
（2）受取手形及び売掛金 3,789,527
（3）電子記録債権 1,171,924

貸倒引当金（※1） △5,787
4,955,664 4,955,664 －

（4）投資有価証券 20,956 20,956 －
資産計 7,489,045 7,489,045 －

（1）支払手形及び買掛金 3,024,077 3,024,077 －
（2）短期借入金 200,000 200,000 －
（3）社債（※2） 1,105,000 1,110,683 5,683
（4）長期借入金（※3） 1,295,500 1,295,231 △268

負債計 5,624,577 5,629,992 5,414
デリバティブ取引 － － －

（※1）勘定ごとに計上している貸倒引当金を控除しております。
（※2）社債には、１年内償還予定の社債の金額を含んでおります。
（※3）長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金の金額を含んでおります。
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（注）1．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
（1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金、（3）電子記録債権

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。

（4）投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

負 債
（1）支払手形及び買掛金、（2）短期借入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。

（3）社債
これらの時価については、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割
り引いた現在価値により算定しております。

（4）長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引
いた現在価値により算定しております。ただし、変動金利による長期借入金については、金利スワッ
プの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同
様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によってお
ります。

デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されてい
るため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2．非上場株式（連結貸借対照表計上額21,000千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極め
　 て困難と認められることから、「（4）投資有価証券」には含めておりません。
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（企業結合等に関する注記）
取得による企業結合
１．企業結合の概要
（1）被取得企業の名称及びその事業内容

被取得企業の名称 双葉電気株式会社
事業の内容 工事用電気設備工事の設計監理及び請負

（2）企業結合を行った主な理由
サービス体制の充実化や競合他社との差別化を図り、より総合的なレンタル事業の展開を実践するためで
あります。

（3）企業結合日
平成29年９月30日（みなし取得日）

（4）企業結合の法的形式
株式取得

（5）結合後企業の名称
双葉電気株式会社

（6）取得した議決権比率
取得直前に所有していた議決権比率 35％
取得日に追加取得した議決権比率 28％
取得後の議決権比率 63％

（7）取得企業を決定するに至った主な根拠
現金を対価とした株式取得により、当社が双葉電気株式会社の議決権を63%所有することとなったため
であります。

２．連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間
企業結合日が平成29年９月30日であるため、当連結会計年度においては、被取得企業の業績は含まれてお
りません。
ただし、被取得企業は持分法適用関連会社であったため、平成28年10月１日から平成29年９月30日までの
業績は、「持分法による投資利益」として計上しております。

３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
追加取得直前に保有していた株式の企業結合日における時価 173,602千円
追加取得に伴い支出した現金 138,882千円
取得原価 312,485千円

　
４．被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計との差額
段階取得に係る差損 5,116千円
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５．負ののれん発生益の金額及び発生原因
（1）負ののれん発生益の金額

負ののれん発生益 9,209千円
（2）発生原因

企業結合時の時価純資産額が取得原価を上回ったため、その差額を負ののれん発生益として計上しており
ます。

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 597,033千円
固定資産 135,049千円
　 資産合計 732,083千円

流動負債 145,955千円
固定負債 75,500千円
　 負債合計 221,456千円

７．企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及
ぼす影響の概算額及び算定方法
売上高 609,405千円
営業利益 52,636千円
経常利益 82,577千円
親会社株主に帰属する当期純利益 32,550千円

（概算額の算定方法）
企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定した売上高及び損益情報を、影響額の概算
額としております。
なお、当該注記は監査証明を受けておりません。

（賃貸等不動産に関する注記）
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
　

（1株当たり情報に関する注記）
1株当たり純資産額 207円41銭
1株当たり当期純利益 22円73銭
　

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書
第51期（平成28年10月1日から平成29年9月30日まで） (単位：千円)

残高及び変動事由

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合計別途積立金 繰越利益

剰余金
当 期 首 残 高 1,167,551 165,787 1,056,587 1,222,375 126,100 4,600,000 1,360,950 6,087,051

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △306,766 △306,766

当 期 純 利 益 947,992 947,992

別 途 積 立 金 の 積 立 700,000 △700,000 －

自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 △126 △126

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － △126 △126 － 700,000 △58,773 641,226

当 期 末 残 高 1,167,551 165,787 1,056,461 1,222,249 126,100 5,300,000 1,302,177 6,728,277

残高及び変動事由
株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本

合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △9,473 8,467,504 3,756 3,756 7,207 8,478,468

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △306,766 △306,766

当 期 純 利 益 947,992 947,992

別 途 積 立 金 の 積 立 － －

自 己 株 式 の 取 得 △308,969 △308,969 △308,969

自 己 株 式 の 処 分 500 374 374

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額（純額） 1,678 1,678 2,019 3,698

当 期 変 動 額 合 計 △308,469 332,630 1,678 1,678 2,019 336,328

当 期 末 残 高 △317,943 8,800,134 5,435 5,435 9,227 8,814,797

（注）記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。

（2）デリバティブ
時価法を採用しております。

（3）たな卸資産
①商 品：個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく、簿価切下げの方法）を採用し

ております。
②貯蔵品：最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく、簿価切下げの方法）

を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産除く）

定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
貸与資産：2～10年
建 物：7～50年

（2）無形固定資産（リース資産除く）
のれんの償却については、その効果の発現する期間にわたって均等償却を行っております。
ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用して
おります。

（3）リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収の可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

（3）役員賞与引当金
役員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
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４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。

５．ヘッジ会計の方法
（1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合
には、特例処理を採用しております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段：金利スワップ
ヘッジ対象：借入金利息

（3）ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップを対象債務の範囲内で行っており、投機目的の
デリバティブ取引は行わない方針であります。

（4）ヘッジ有効性評価の方法
当社では、特例処理を行っており、相場変動及びキャッシュ・フロー変動を相殺するものと想定するこ
とができるため、有効性の判定は省略しております。

６．消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税については、税抜方式によっております。

（表示方法の変更に関する注記）
貸借対照表
前事業年度において、「流動負債」の「未払金」に含めておりました「設備関係未払金」につきましては、金
額的な重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映
させるため、前事業年度の計算書類の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払金」に表示しておりました88,024千円
は、「設備関係未払金」として組み替えております。
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（貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 3,239,934千円
２．関係会社に対する金銭債権・債務

短 期 金 銭 債 権 214,241千円
長 期 金 銭 債 権 31,700千円
短 期 金 銭 債 務 401,579千円
長 期 金 銭 債 務 1,296千円

３．期末日満期手形等
期末日満期手形等の会計処理については、当事業年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が
行われたものとして処理しております。期末日満期手形等の金額は、次のとおりであります。
受 取 手 形 33,426千円
電 子 記 録 債 権 1,513千円

　

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
営業取引
売 上 高 212,980千円
仕 入 高 2,284,342千円
販売費及び一般管理費 208,065千円
営業取引以外の取引高 24,519千円

　
（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末日における自己株式の種類及び総数に関する事項
　 普 通 株 式 921,653株
　
（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
貸倒引当金 14,761千円
固定資産評価損 52,480千円
賞与引当金 85,531千円
一括償却資産 34,063千円
資産除去債務 21,922千円
その他 57,237千円
繰延税金資産計 265,995千円
評価性引当額 △90,410千円
繰延税金資産合計 175,585千円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △11,493千円
その他有価証券評価差額金 △2,396千円
繰延税金負債合計 △13,889千円
繰延税金資産の純額 161,696千円
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（追加情報）
繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号平成28年３月28日）を当事
業年度から適用しております。

（関連当事者との取引に関する注記）
親会社及び主要株主等

属性 会社等
の名称 住所

資本金又は
出 資 金
（千円）

事業の内容
又 は 職 業

議決権等
の所有（被
所有）割合

関係内容
取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
西尾レ
ントオ
ール㈱

大阪市
中央区 6,048,497

建設・設備
工事用機器
及びイベン
ト・産業用
関連機材の
賃貸

（被所有）
直接
83.8％

兼任
2人

建設機
械の賃
貸借等

建設機械の賃
借及び仕入 2,212,241 買掛金 378,610

自己株式の取
得 308,880 ― ―

　

（注）1．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含めて表示しております。
　 2．取引条件及び取引条件の決定方針等

建設機械の賃借及び仕入については、一般に行われている取引条件と同一の基準により決定しております。
自己株式の取得については、平成28年11月25日開催の取締役会決議に基づき、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引
（ToSTNeT-3）を利用し、平成28年11月25日の終値で取引を行なっております。

　

　
（1株当たり情報に関する注記）
1株当たり純資産額 205円04銭
1株当たり当期純利益 22円00銭
　
(重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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